
  委託相談支援事業所と地区保健福祉センターの役割について 

 

委託相談支援事業所等 地区保健福祉センター 

 

○委託相談支援事業所 7事業所 

障がいのある方や家族に対し各種相談支援、

情報提供などを総合的に行っている。 

 

◆事業内容 

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に係るサービスの利用援助 

②社会資源を活用するための支援 

③社会生活を高めるための支援 

④ピアカウンセリング 

⑤専門機関との連携 

⑥障がい者の住宅入居等に関する支援 

⑦その他 

 

 

○特別サポート事業 1事業所 

相談支援事業者及び指定障害福祉サービス事業

者等からの相談及び指導・支援を行っている。 

 

◆事業内容 

①専門的な知識を必要とする困難ケース等への

対応 

②地域自立支援協議会を構成する相談支援事業

者等に対する専門的な指導、助言等に関する

業務 

③専門的な相談支援等を要する困難ケース等へ

の対応 

④成年後見制度の活用などによる障がい者の権

利擁護 

⑤障がい者の住居入居等に関する支援を行う事

業所との連携 

⑥その他 

 

 

○地区保健福祉センター 7か所 

平成 15年度より福祉と保健に関する相談や申

請の窓口を行っている。 

福祉業務に携わるケースワーカーと保健活動

を行う保健師などが同じ場所に配置されてお

り、市民に身近な地域の中で保健・福祉サービ

スを一体的に受けることができる。 

 

◆福祉関係 

①生活保護に関する相談や申請の受付 

②保育所入所、児童手当に関する相談や申請の

受付 

③障害者、高齢者、母子家庭等に関する福祉の

相談や申請の受付 

④介護保険に関する相談や申請の受付 

⑤乳幼児、重度心身障害者等医療費助成申請手

続き等 

 

◆保健関係 

①成人集団健康検査 

（基本健康検査、結核健康診断、胃がん･肺が

ん・大腸がん・子宮がん検診） 

②乳幼児健康診査 

（4 か月児・10 か月児・1 歳 6 か月児･3 歳児） 

③母子健康手帳の交付、予防接種券の交付 

④健康手帳の交付 

⑤健康に関する相談、健康教室、訪問指導等 

 

※内郷・好間・三和地区保健福祉センターでは、

保健・福祉に関する各種申請に必要な書類(戸籍

謄本、住民票、印鑑証明、所得額課税額証明等)

についての交付も行っている。 

 


